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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、日本企業メンバーのウチとソトの境界がかつてほど明確ではなく、企業ご
との「垣根」が低くなってきたことに注目して、日本企業の経営スタイル（日本的経営）の変化の性質、意義、可能性
などを明らかにすることにあった。
　研究調査にあたっては「1．監査役制度、2．経営労務監査、3．グローバル枠組み協定、4．健康増進活動、5．公務
労働における非正規労働者の労働条件向上の取り組み」という5つの事例分析フィールドと「日本企業のCSR」に関する
理論検討フィールドを設定して検討を重ねた。その結果、日本企業の伝統的な「共同体モデル」とは異なる新たなモデ
ルが生じつつあるのではないかとの結論に達した。

研究成果の概要（英文）：It has been said that in recent years the cooperative management style of 
Japanese companies, the so-called “Japanese Management”, has undergone a transformation. While is it 
undeniable that various aspects of Japanese management have changed, it is not obvious that, at its core, 
“Japanese Management” has truly been transformed. Looking at relationships among employees at the level 
of individual firms, we do not see a clear shift away from the cooperative management style.
 This study has, therefore, tried to clarify this situation by focusing on six main phenomena that 
emerged in recent years― 1.The Audit and Supervisory Board Members (Kansayaku; an organ of a Japanese 
company), 2.Labor Management Audit in Japan, 3.Global Framework Agreements (GFA), 4.Total Health 
Promotion by Japanese companies, 5.The work conditions of non-regular employees in the public sector, 
6.Corporate Social Responsibility (CSR).

研究分野： 経営学

キーワード： 日本的経営　企業の社会的責任（CSR）　監査役制度　経営労務監査　グローバル枠組み協定　企業の健
康増進活動
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１．研究開始当初の背景 
近年、日本企業における経営スタイル、い

わゆる日本的経営に大きな変化が認められ
る。その変化の共通点は、企業のウチとソト
との境界がかつてほど明確ではなく、企業ご
との「垣根」が低くなったことである。その
結果、かつて日本企業に広く認められた伝統
的な共同体モデルとは異なる「市民社会モデ
ル」が、生じつつある痕跡が随所に現れてい
る。 
そこで本研究では、日本企業が伝統的に有

してきた共同体的特質が徐々に薄れ、代わり
に市民社会化が進行している過程を明らか
にし、その意義を社会の変化と連動させなが
ら検討することにした。 

 
２．研究の目的 
(1)旧来の日本的経営モデルとその変化 
かつて三戸公は一連の著作の中で、企業経

営のスタイルには所属型と契約型の２つの
モデルがあり、日本企業は前者の所属型であ
ると主張した。すなわち、従業員が企業に帰
属し、1 つの共同体を形成しているという主
張である。これは共同体性を共通項として、
津田真澂の共同生活体（生活共同体）論や間
宏の集団主義論（経営家族主義、経営福祉主
義）と合わせて理解することが可能であった。 
このような日本的経営の伝統的な共同体

モデルは、強固な内部労働市場が確立してお
り、「会社人間」を育てるシステムであった。
定年後も仕事を斡旋し、手厚い企業年金を給
付することなどを通じて、会社への忠誠心を
確保してきた。また、年功制度により同期入
社者間に格差の小さい賃金が支給され、欧米
企業と比して遅い昇進スピードを採用して
きた。その結果、中途採用者は「よそ者」、
中途退社は「裏切り」とさえ見なされる強固
な内部結束力が醸成され、企業一家主義とも
称されてきた。一方、これは外部に対しては
閉じられたシステムであった。 
このような共同体モデルは、その後、日本

経済の成長鈍化、賃金の高騰による輸出不振
など、収益構造の変化によって維持が困難と
なり、選択と集中を合い言葉に収益確保の新
たな道を模索することになった。非正規労働
者の増加や成果主義の導入はその一環であ
った。 
(2)日本的経営論の学術的状況 
今日では、旧来の経営スタイルへの揺り戻

しが広く見られると同時に、あいまいな職務
範囲を基礎に、従業員が相互に融通し合って
職務を遂行する共同体性はいまも変わらず
に維持されている。この日本企業の共同体性
について、今日、濱口桂一郎はメンバーシッ
プ型として説明し、欧米企業のジョブ型経営
に対置しているが、その内容はかつて三戸が
主張した所属型経営、津田が主張した共同生
活体論、あるいは間宏の集団主義論と大枠で
変わりなく、学術的状況は停滞している。日
本的経営の何かが変化したことは実感を伴

った事実だが、何がどのように変化し、何が
新しく生じつつあるのかについては、必ずし
も明確になっていない。 
(3)本研究の目的と分析視点 
そこで本研究では、日本的経営に関する学

術的停滞を打開するために「社会的存在とし
ての企業」という側面に着目した。日本企業
はこの領域において明確に大きな変化があ
り、ここに分析の主軸を据えることで、日本
的経営の変化を基底的に捉える事が可能で
あると判断したためである。 
具体的には、後述する４つの事例分析フィ

ールド（2014 年度から新たに１つを追加し
て 5 つに増加）と、日本企業の「企業の社会
的責任（CSR）」に関する理論検討フィール
ドを設定し、それぞれの分析を通じて「社会
的存在」に移行しつつある企業経営のありよ
うを明らかにすることとした。 
 このとき、4 つの事例フィールドの研究
（2014 年度からは 5 つの事例フィールド）
に対して、なぜ CSR に焦点を合わせた理論
検討を行うのかという疑問が生じよう。これ
に対する答えは、本研究では、近年の日本的
経営の変化が個別企業内に閉じた現象では
なく、企業のソトの「社会」の変化とリンク
しながら生じていると理解しているためで
ある。企業のウチにある「社会」性と企業の
ソトの「社会」との連結環として、日本企業
の「社会」的責任、すなわち、日本企業の
CSR の取り組みに注目することで、旧来の共
同体モデルの変化の諸相を総合的に捉えよ
うと試みるものである。 
(4)脱共同体モデルとしての市民社会モデル 
本研究では日本企業における旧来の「共同

体モデル」に対して、新しく出現しつつある
モデルを「市民社会モデル」と呼ぶこととす
る。このモデル概念は、個別企業のウチ側の
「社会」性の高まりを示すが、それは同時に、
企業が社会的存在と化していることを示し、
ひいては日本企業という法人格が市民化し
つつあることをも示す概念である。つまり、
「市民社会モデル」とは多面的な概念という
ことになる。日本企業という法人格の市民化
の問題を腑分けして、日本企業のウチ側の変
化のみを捉える際には、「市民社会モデル」
とは区別して、例えば、「脱共同体モデル」
と呼ぶのが適当かもしれない。しかし、これ
らを厳密に区別して使い分けるには、本研究
の全過程をふまえた丁寧な分析と整理が求
められる。ここではさしあたり、「市民社会
モデル≒脱共同体モデル」として研究を進め
ることとした。 

 
３．研究の方法 
(1)研究体制 
本研究はテーマごとに以下の５つのチー

ムを編成し、同時並行して調査研究を進める
（2014 年度から 6 チームに再編）。１チーム
は２～３名で構成する。普段はチームごとに
研究を進め、日本企業の「市民社会化（≒脱



共同体化）」の経過と様相を具体的事例に基
づいて明らかにする。したがって、調査研究
の進行調整と分析作業の調整は、常時、チー
ム内で密に行うこととする。 
併せて、チームリーダーが窓口となって、

電話と電子メールなどの通信手段によって、
チーム間の研究調整を密に行う。３ヵ月に１
度は東京で会議を行い、進捗状況の報告と今
後の進め方について検討する。最終的には５
つ（2014 年度以降は 6つ）の研究成果が有機
的に結合し、日本企業の市民社会化の様相が
立体的に浮かび上がるようにする。研究成果
は、社会政策学会「雇用・社会保障の連携部
会」の公開研究会などを通じて広く報告し、
意見と評価を求めることとする。 
(2)6 つの研究フィールドの設定 
【事例研究】 
①「監査役制度」研究チーム 
②「経営労務監査」研究チーム 
③「グローバル枠組み協定」研究チーム 
④「健康増進活動」研究チーム 
⑤「公務労働における非正規労働者の労働条
件向上の取り組み」研究チーム 
2014 年度から、事例研究に 5つ目の事例研

究として、⑤「公務労働における非正規労働
者の労働条件向上の取り組み」研究チームを
加えた。公務労働は日本企業研究の直接的な
対象ではないが、公務部門はこれまで日本的
経営の典型的な特徴を示してきたことから、
公務部門の動向分析もひとつの有力な指標
になりうると判断した。なお、この研究チー
ムは後日、民間企業における非正規労働者の
労働条件向上の取り組みも調査対象に含め
た。 
【理論研究】 
⑥「CSR」研究チーム 
 
４．研究成果 
(1)研究過程の推移 
日本企業の伝統的な共同体モデルが成立

するためには、ウチ（企業内）とソト（社会）
が「垣根」で遮断されていることが条件の 1
つとなる。近年の日本的経営の変化は、この
「垣根」の低下によってもたらされており
（あるいは、「垣根」の低下が変化の一因と
なっており）、この企業内の「社会」化の動
きを、と同時に、「社会」性の企業内への浸
透を、日本企業の CSR（企業の「社会」的責
任）の取り組みの議論のなかで集約的に捉え
ることが可能であろうと判断して、本研究で
は 5つの事例研究と日本企業の CSRに関する
理論研究を同時並行で進めた。 
当初、研究者番号を有する 4名を研究代表

者と研究分担者とし、他 4名を研究協力者と
して研究を開始した。しかし、初年度の半年
後から翌年度にかけて、研究協力者 4名のう
ち3名が大学に職を得て研究者番号が付与さ
れたため研究分担者に変更した。当初は 8名
中の 7名が東京周辺に在していたが、この異
動により半数が遠方に移ったため、チーム編

成と研究会議の計画を大幅に見直すことと
なった。 
チームを再編した結果、事例研究を 1つ増

やすとともにメンバーの組み合わせを見直
し、2014 年度以降は以下の５チームで事例研
究を進めることとなった。 
①「監査役制度」研究チーム 
②「経営労務監査」研究チーム 
③「グローバル枠組み協定」研究チーム 
④「健康増進活動」研究チーム 
⑤「公務労働における非正規労働者の労働条
件向上の取り組み」研究チーム 
(2)「社会」的規範の浸透と「垣根」の変質 
これらの事例研究から明らかになったこ

とは、日本企業のソトの「社会」的な規範が
個別企業のウチ側に浸透しつつあるという
ことであり、規範の担い手としての社員の意
識が「社会」性を強めているということであ
った。そして、これらの「市民社会化（≒脱
共同体化）」の現象にほぼ共通して、経営側
からの取り組みとしてのCSRがキーワードと
して聴き取られた。 
しかし、これらの現象をもって、日本企業

から共同体性が消失したとの早急な結論を
導くことは避けるべきであろう。各研究チー
ムが明らかにした事柄を丹念にみれば、日本
企業のウチとソトとの「垣根」は低くなった
のであって、霧散したわけではない。あるい
は、企業のウチとソトとを隔てる何ものかの
質が変化したのであり、「垣根」の素材が新
しく変わったと表現できるかもしれない。 
(3)不変の領域と変化しつつある領域 
本研究における事例分析からは、個別企業

の労使が、（個別企業に属する）メンバーと
しての意識を忌避していたり、喪失している
ような事実は概ね認められなかった。むしろ
メンバーとしての意識が強固に存続してい
る事例が散見された。このことは、先に「研
究の目的」で述べた、三戸、津田、間、濱口
の各氏の主張が時代を貫通して共通してい
る部分に、おそらく該当するものであろう。 
その一方で、個別企業の労使が、企業のソ

トの「社会」的意識を強めていることは、全
体的な傾向として認められた。 
これらの不変の領域と変化しつつある領

域をより丁寧に同定して鮮明に析出するこ
とが、日本的経営論の学術的発展の契機とな
るであろう。 
今回の研究では、5 つの事例フィールドに

おいて、「社会」性の高まりとして、①実効
性ある監査役の出現、社外性を強める方向へ
の監査役制度の改革、②社外に規範を置く経
営労務監査の実践、③グローバル枠組み協定
を提携した日本企業の出現（グローバル枠組
み協定は、個別企業の労使に加えて社外の団
体も締結主体となり、グローバル企業の行動
を企業のウチとソトから規制する取り組み
である）、④CSR の一環としても位置付けら
れる健康経営の展開、⑤正社員による非正規
社員の組織化、について調査を重ねた。これ



らはいずれも変化しつつある領域に位置付
けられるものであり、「脱共同体」的な契機
（≒市民社会化の契機）を示していた。 
これらは旧来の共同体モデルとは異なる

経営スタイルが生じつつあることを示すが、
このような傾向を生み出している動力源に
注目すると、必ずしも共同体性が払しょくさ
れているとはいえなかった。その意味で、市
民社会モデル（≒脱共同体モデル）は「非共
同体モデル」ではない。「非共同体」ではな
く「脱共同体」である、というときの「脱」
が意味するところは、先述したように共同性
の消滅ではなく、共同性の質の変化であり、
「垣根」の素材の変化を意味している。 
なお、この捉え方については、事例分析に

おける視角と強調点の違いなどから、市民社
会化が（脱共同体、非共同体にかかわらず）
一元的に進んでいると捉える見解が共同研
究メンバー内にあることも付記しておきた
い。 
(4)変化の質の分析に向けて 
本研究の⑥「CSR」研究チームによれば、

欧州企業と米国企業と日本企業の CSR を比
較すると、三者の CSR の動力源はそれぞれ
異なり、特に日本企業の場合には、個別企業
の動機だけではなく、チャリティ意識のよう
な形而上的な動機でもなく、「業界」が主導
する CSR への取り組み圧力が主な動力源に
なっているとの分析結果を得ている。この動
力源は他の 2 つの圏域とは異なっており、こ
のあたりの相違に、日本企業におけるウチと
ソトの（低められた）「垣根」の存続理由や、
「垣根」の素材の変化の詳細を解き明かすヒ
ントが示唆されているように思われる。 
本研究では全体を通じて、日本企業のウチ

とソトとのバランスに変化が生じており、両
者の質の変化が現れつつあることを明らか
にした。その変化の傾向を、市民社会化（≒
脱共同体化）として示したが、共同性の質が
「何から何へ」と変化しつつあるのか、企業
のウチとソトの相互浸透が何によってもた
らされているのか、脱共同体化から非共同体
化に向かうのかなどについては、十分には明
らかにし得ておらず、これらの分析は今後の
研究課題である。 
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